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●
通
知
カ
ー
ド
と
は
？
　

　「
通
知
カ
ー
ド
」
に
は
、
数
字

　
桁
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人

１２番
号
）
と
氏
名
、
住
所
、
生
年

月
日
、
性
別
が
記
載
さ
れ
ま

す
。
顔
写
真
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
通
知
カ
ー
ド
を
送
付
し
ま
す

　「
通
知
カ
ー
ド
」
は
紙
製
の

カ
ー
ド
で
す
。

　
　
月
下
旬
～
　
月
に
か
け
て

１０

１１

住
民
票
を
有
す
る
全
て
の
人
を

対
象
に
住
民
票
の
住
所
に
世
帯

ご
と
に
簡
易
書
留
で
送
付
し
ま

す
。
中
長
期
在
留
者
や
特
別
永

住
者
な
ど
の
外
国
人
の
人
も
対

象
に
な
り
ま
す
。

●
通
知
カ
ー
ド
は
こ
の
よ
う
に

使
い
ま
す
　

　
　
年
１
月
以
降
、
マ
イ
ナ
ン

２８
バ
ー
制
度
（
社
会
保
障
・
税
番

号
制
度
）
の
開
始
に
よ
り
、
社

会
保
障
、
税
、
災
害
対
策
の
分

野
の
手
続
き
で
、
行
政
機
関
の

窓
口
や
勤
務
先
、
金
融
機
関
な

ど
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
提
示
を

求
め
ら
れ
た
場
合
に
利
用
し
ま

す
。
そ
の
際
、「
通
知
カ
ー
ド
」

と
併
せ
て
運
転
免
許
証
な
ど
の

本
人
確
認
書
類
（
健
康
保
険
証

や
年
金
手
帳
な
ど
の
顔
写
真
の

付
い
て
い
な
い
証
明
書
の
場
合

は
２
点
以
上
）
の
提
示
が
必
要

で
す
。

※
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
、
裏
面
に
記
載
す
る

た
め
、
市
民
窓
口
課
へ
持
参

し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
一
生
使

う
も
の
で
す
。
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
漏
え
い

し
て
不
正
に
使
用
さ

れ
る
恐
れ
が
あ
る
場

合
を
除
い
て
、
一
生

変
更
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、「
通
知
カ
ー
ド
」
の
再

交
付
に
は
５
０
０
円
必
要
に

な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

マイナンバー広報キャラクタマイナンバー広報キャラクターー

「マイナちゃん「マイナちゃん」」

●
個
人
番
号
カ
ー
ド
と
は
？
　

　
　
年
１
月
以
降
に
「
個
人
番

２８
号
カ
ー
ド
」
を
交
付
し
ま
す
。

「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
は
身
分

証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
る
顔

写
真
付
き
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
で
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

の
他
、
氏
名
、
住
所
、
生
年
月

日
、
性
別
、
有
効
期
限
が
記
載

さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」

の
取
得
に
は
申
請
が
必
要
で

す
。
ま
た
、「
個
人
番
号
カ
ー

ド
」
も
、
記
載
事
項
（
氏
名
・

住
所
・
生
年
月
日
・
性
別
）
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
表
面
に

記
載
す
る
た
め
、
市
民
窓
口
課

へ
持
参
し
て
い
た
だ
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

●通知カードを送付しま●通知カードを送付しますす
●個人番号カードの申請が始まりま●個人番号カードの申請が始まりますす

月

下

旬

～
、

　

月

下

旬

～
、　

１０１０「
通
知
カ
ー
ド
」

「
通
知
カ
ー
ド
」
をを

皆
さ
ん
に
送
付

皆
さ
ん
に
送
付
しし

まま
すす

　マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）の開始により、２８年１月から社会保障、税、災害対

策の分野の手続きでマイナンバーの利用が始まります。

　これに伴い、２７年１０月下旬～１１月にかけて、住民票を有する住民の皆さん一人一人に、１２桁のマイ

ナンバー（個人番号）が記載された「通知カード」を送付します。

　また、申請により２８年１月以降に「個人番号カード」を交付します。

「
個
人
番
号
カ

「
個
人
番
号
カ
ーー

ド
」
の
申
請
が
始

ド
」
の
申
請
が
始
まま

り
ま
り
ま
すす

通知カード（イメージ）

マイナンバー制マイナンバー制度度

（社会保障・税番号制度（社会保障・税番号制度））

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
取
得

に
は
申
請
が
必
要
で
す
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●
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
と

交
付

・
申
請
方
法

◆
「
通
知
カ
ー
ド
」
の
お
知
ら

せ
の
封
書
に
「
個
人
番
号
カ
ー

ド
」
の
申
請
書
と
返
信
用
封
筒

が
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し

写
真
を
貼
っ
て
、
返
信
用
封
筒

で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
（
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
の
申
請

も
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）
。

・
交
付
方
法

◆
　
年
１
月
以
降
、
交
付
の
準

２８
備
が
整
い
次
第
、「
交
付
通
知

書
」
を
送
付
し
ま
す
。

◆
「
交
付
通
知
書
」
、
運
転
免
許

証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類
、「
通

知
カ
ー
ド
」
、
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
（
お
持
ち
の
人
の
み
）

を
、
市
民
窓
口
課
ま
で
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
本
人
確
認
の
上
、
暗
証
番
号

を
設
定
し
、
交
付
し
ま
す
。

※
「
通
知
カ
ー
ド
」
と
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持
ち
の
人

の
み
）
は
交
付
の
際
に
返
納
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
交

付
開
始
は
　
年
１
月
か
ら
と
な

２８

り
ま
す
。
　

年
1
月
以
降
の
申

２８

請
に
つ
い
て
は
、
申
請
か
ら
交

付
ま
で
3
～
4
週
間
か
か
り
ま

す
。

・
手
数
料
　
当
面
の
間
無
料
で

す
。
た
だ
し
、
再
交
付
に
は
8

0
0
円
、
カ
ー
ド
へ
の
電
子
証

明
書
の
搭
載
は
初
回
無
料
で
更

新
・
再
発
行
に
は
2
0
0
円
必

要
で
す
。

・
有
効
期
限
　
発
行
日
か
ら
　１０

回
目
の
誕
生
日
（
　
歳
未
満
は

２０

５
回
目
の
誕
生
日
）
ま
で
で
す
。

ま
た
、
カ
ー
ド
に
搭
載
さ
れ
る

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
発

効
日
か
ら
５
年
間
で
す
。

●
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
こ
の
よ

う
に
使
い
ま
す

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
確
認
の
場

面
で
　
行
政
機
関
の
窓
口
や
勤
務

先
、
金
融
機
関
な
ど
で
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
提
示
を
求
め
ら
れ
た

際
に
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
な

ら
、
顔
写
真
が
あ
る
の
で
番
号

確
認
と
本
人
確
認
が
１
枚
で
完

了
し
ま
す
。

・
身
分
証
明
書
と
し
て

　
公
的
な
身
分
証
明
書
と
し
て

広
く
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

※
た
だ
し
、
法
律
で
定
め
ら
れ

た
場
合
以
外
で
カ
ー
ド
裏
面
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
書
き
写
し
た

り
、
コ
ピ
ー
を
取
っ
た
り
す
る

こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
各
種
行
政
手
続
き
の
オ
ン
ラ

イ
ン
申
請
に

　
国
税
電
子
申
告
（
ｅ
‐
Ｔ
ａ

ｘ
）
な
ど
の
行
政
手
続
き
の
オ

ン
ラ
イ
ン
申
請
や
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
に
係
る
情
報
を
閲
覧
で
き

る
「
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
」（
　
年
２９

１
月
か
ら
開
始
予
定
）
の
ロ
グ

イ
ン
に
利
用
で
き
ま
す
。

・
住
民
票
な
ど
の
コ
ン
ビ
ニ
交

付
に
　
本
市
で
は
、　

年
４
月
以
降

２８

に
住
民
票
な
ど
の
コ
ン
ビ
ニ
交

付
の
開
始
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
ご
利
用

い
た
だ
く
に
は
、「
個
人
番
号

カ
ー
ド
」（
電
子
証
明
書
が
搭
載

さ
れ
た
も
の
）
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

●
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は
ど

う
な
る
の
？

　「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
は
、
こ

れ
ま
で
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
の
機
能
を
引
き
継
ぐ
も
の
で

す
。　

年
1
月
以
降
は
住
民
基

２８

本
台
帳
カ
ー
ド
の
新
規
・
更
新

手
続
き
を
し
ま
せ
ん
が
、　

年
２７

　
月
ま
で
に
発
行
し
た
住
民
基

１２本
台
帳
カ
ー
ド
は
有
効
期
限
ま

で
ご
使
用
い
た
だ
け
ま
す
。

　
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を

持
っ
て
い
る
人
が
「
個
人
番
号

カ
ー
ド
」
を
希
望
す
る
場
合
に

は
、「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
の
申

請
後
、
交
付
の
際

に
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
を
返
納
し

て
い
た
だ
く
こ
と

で
カ
ー
ド
の
変
更

が
可
能
で
す
。

・
公
的
個
人
認
証

サ
ー
ビ
ス
（
電
子

証
明
書
）
を
利
用

さ
れ
て
い
る
人
へ

　
現
在
、
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
を

お
持
ち
で
、
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド

内
に
有
効
な
電
子

証
明
書
が
搭
載
さ

れ
て
い
る
人
は
、

有
効
期
限
（
電
子

証
明
書
に
つ
い
て

は
発
行
日
か
ら
原

則
3
年
）
ま
で
ご

使
用
い
た
だ
け
ま

す
。

　
た
だ
し
、
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
へ
の
電
子
証
明
書
の
新

規
・
更
新
手
続
き
は
　
年
　
月

２７

１２

　
日

を
も
っ
て
終
了
に
な
り

２２ま
す
の
で
、
そ
れ
以
後
電
子
証

明
書
が
必
要
の
場
合
は
、「
個
人

番
号
カ
ー
ド
」
を
ご
申
請
い
た

だ
き
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
内
の

電
子
証
明
書
を
使
用
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
電
子
証
明
書
は
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
オ
ン
ラ
イ
ン

の
申
請
や
届
け
出
の
際
、
他
人

に
よ
る
成
り
す
ま
し
や
デ
ー
タ

の
改
ざ
ん
を
防
ぐ
た
め
に
用
い

る
本
人
確
認
の
手
段
で
す
。

個人番号カード（イメージ）
表面

裏面

問い合わせ

○通知カード・個人番号カード・住民基本台帳カードについて

・カードナビダイヤル〔０５７０(０７)４１７８〕（１０月１日、午前１０時から開

設）または市民窓口課（内線１３１）　

○マイナンバー制度について

・マイナンバーコールセンター〔０５７０(２０)０１７８〕、外国語（英語・中

国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）対応コールセンター〔

０５７０(２０)０２９１〕　

※いずれも土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前９時３０分～午後５

時３０分。またナビダイヤルのため通話料が掛かります。

・内閣官房「マイナンバー社会保障・税番号制度」ウェブサイト

〔http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html〕
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罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
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罫
罫
罫
罫

竹
綱
副
市
長
が
再
任

　　
　
年
第
３
回
市
議
会
定
例
会

２７
で
同
意
を
受
け
て
、
９
月
４
日

付
で
竹
綱
　
啓
一
さ
ん（
　
歳
）

６７

が
副
市
長
に
再
任
し
ま
し
た
。

任
期
は
４
年
で
す
。

　
昭
和
　
年
か
ら
市
役
所
に
勤

４５

務
し
、
市
長
公
室
長
、
総
務
部

長
な
ど
を
歴
任
の
後
、
　

年
か

１９

ら
副
市
長
を
務
め
て
い
ま
す
。

　
国
勢
調
査
は
、
日
本
の
人
口

や
世
帯
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
、
統
計
法
に
基
づ
き
５

年
ご
と
に
実
施
す
る
最
も
重
要

な
調
査
で
す
。

　
　
年
国
勢
調
査
は
、
少
子
高

２７
齢
化
社
会
に
お
け
る
日
本
の
未

来
を
描
く
上
で
欠
く
こ
と
の
で

き
な
い
デ
ー
タ
を
得
る
た
め
に

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
調
査
結
果
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

法
令
に
そ
の
利
用
が
定
め
ら
れ

て
い
る
他
、
社
会
福
祉
、
雇
用

政
策
、
生
活
環
境
の
整
備
、
防

災
対
策
な
ど
、
私
た
ち
の
暮
ら

し
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
ま

す
。
　
調
査
員
が
ご
家
庭
に
お
伺
い

し
ま
す
の
で
、
調
査
へ
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
詳
し
く
は
、
総
務
省
統
計
局

「
国
勢
調
査
２
０
１
５
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
サ
イ
ト
」〔h

ttp
://k
o
k

u
se
i2
0
1
5
.sta
t.g
o
.jp
/

〕
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
総
務
課
（
内
線

3
3
1
）

国
勢
調
査
を

　
　
　
実
施
し
て
い
ま
す

～
調
査
に
ご
協
力
を
～

　
国
の
税
制
改
正
に
よ
り
軽
自

動
車
税
の
税
率
が
改
正
さ
れ
、

次
の
と
お
り
適
用
さ
れ
ま
す
。

●
原
動
機
付
自
転
車
な
ど

に
つ
い
て

　
　
年
４
月
１
日

よ
り
、
原

２８
動
機
付
自
転
車
な
ど
の
二
輪
車

や
小
型
特
殊
自
動
車
の
税
額
が

変
わ
り
ま
す
。

　
な
お
、　

年
度
か
ら
適
用
の

２７

予
定
で
し
た
が
、
税
率
の
引
き

上
げ
が
１
年
間
延
長
と
な
り
、

　
年
度
か
ら
に
変
更
さ
れ
ま
し

２８た
。
　
主
な
車
種
区
分
と
税
額
は
次

の
と
お
り
で
す
。

《
　
c
c
ま
で
の
原
動
機
付
自

５０
転
車
》　

１
０
０
０
円
（
現
行
）
か
ら
２

０
０
０
円
（
改
正
後
）

《
　
c
c
ま
で
の
原
動
機
付
自

９０
転
車
》

１
２
０
０
円
（
現
行
）
か
ら
２

０
０
０
円
（
改
正
後
）

《
１
２
５
c
c
ま
で
の
原
動
機

付
自
転
車
》

１
６
０
０
円
（
現
行
）
か
ら
２

４
０
０
円
（
改
正
後
）

《
ミ
ニ
カ
ー
（
　
ｃ
ｃ
以
下
）》

５０

２
５
０
０
円
（
現
行
）
か
ら
３

７
０
０
円
（
改
正
後
）

《
軽
二
輪
（
１
２
５
c
c
超
2

５
０
c
c
以
下
）》

２
４
０
０
円
（
現
行
）
か
ら
３

６
０
０
円
（
改
正
後
）

《
小
型
二
輪
（
２
５
０
c
c

超
）》

４
０
０
０
円
（
現
行
）
か
ら
６

０
０
０
円
（
改
正
後
）

●
軽
自
動
車
に
つ
い
て

　
軽
自
動
車
の
税
額
は
、　

年
２７

４
月
１
日
以
後
に
新
規
登
録
を

し
た
新
車
に
つ
い
て
新
税
率
が

適
用
に
な
り
ま
す
。

　
主
な
車
種
区
分
と
税
額
は
次

の
と
お
り
で
す
。

軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽軽自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税軽自動車税のののののののののののののののののののののののののののののの

税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率ががががががががががががががががががががががががががががが変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままままままままままままままままままま税率が変わりますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

《
自
家
用
乗
用
車
》

7
2
0
0
円
（
現
行
）
か
ら
１

万
８
０
０
円
（
改
正
後
）

《
自
家
用
貨
物
》

４
０
０
０
円
（
現
行
）
か
ら
５

０
０
０
円
（
改
正
後
）

　
ま
た
、
最
初
の
新
規
検
査
か

ら
　
年
を
経
過
し
た
軽
自
動
車

１３
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
登
録
さ

れ
て
い
る
車
両
も
含
め
て
、　２８

年
度
か
ら
新
税
額
に
さ
ら
に
　２０

㌫
の
税
金
が
上
乗
せ
さ
れ
た
重

課
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
車
種
や
購
入
時
期
に
よ
り
税

率
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し

く
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
各
課

の
ペ
ー
ジ
「
課
税
課
」
を
ご
覧

い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
課
税
課
（
内
線

１
１
０
）

　

　本市では、自治振興、教育文化、公

安防災、産業振興、福祉衛生、スポー

ツ、善行などさまざまな分野で活躍、

貢献された皆さんの功績をたたえ、表

彰式を開催します。

　表彰式には、受賞者のご家族、ご友

人をはじめ一般の人もご参加いただけ

ます。

　皆さんで晴れの受賞者を祝福し、そ

の功績をたたえましょう。

とき　１１月３日、午前１０時～１１時

（午前９時３０分～受け付け）

ところ　すばるホール４階銀河の間

問い合わせ　秘書課（内線３１２）

市表彰式を開催します
～市民の皆さんもご参加ください～



５

　
府
内
で
の
、
今
年
1
月
～
7

月
の
還
付
金
詐
欺
に
よ
る
被
害

件
数
は
３
４
２
件
、
被
害
額
は

３
億
６
２
０
０
万
円
で
、
昨
年

と
比
べ
て
被
害
件
数
は
約
7

倍
、
被
害
額
は
約
8
倍
に
達
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
被
害
者
の

　
㌫
が
　
歳
以
上
の
高
齢
者
で

９８

６０

す
。
　
市
役
所
の
保
健
担
当
な
ど
を

名
乗
る
者
か
ら
「
医
療
費
の
還

付
を
受
け
る
手
続
き
が
済
ん
で

い
ま
せ
ん
。
今
日
な
ら
間
に
合

い
ま
す
よ
」
な
ど
と
電
話
が
あ

り
、
コ
ン
ビ
ニ
や
銀
行
の
A
T

M
に
誘
導
し
、
携
帯
電
話
を

使
っ
て
「
振
り
込
み
金
額
」
を

「
登
録
番
号
」
な
ど
と
偽
り
入

力
さ
せ
、
犯
人
の
口
座
に
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
現
金
を
振

り
込
ま
せ
る
手
口
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

◆
詐
欺
の
入
り
口
の
多
く
は
犯

人
か
ら
の
電
話
で
す
。
第
一
声

を
留
守
番
電
話
な
ど
自
動
音
声

に
す
る
だ
け
で
も
抑
止
効
果
が

あ
り
ま
す
。
ナ
ン
バ
ー
デ
ィ
ス

プ
レ
イ
契
約
を
し
て
「
知
ら
な

い
人
か
ら
の
電
話
に
は
出
な

い
」
を
徹
底
す
る
こ
と
も
大
切

で
す
。

◆
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
で
預
金

口
座
か
ら
振
り
込
む
場
合
の
限

度
額
を
銀
行
な
ど
へ
申
告
し

て
、
必
要
最
低
限
に
変
更
し
て

お
く
と
安
心
で
す
。

◆
府
警
の
「
安
ま
ち
メ
ー
ル
」

で
は
、
地
域
の
被
害
情
報
や
注

意
を
促
す
メ
ー
ル
を
配
信
し
て

い
ま
す
。
家
族
で
地
域
の
安
ま

ち
メ
ー
ル
に
登
録
し
、
注
意
し

合
う
と
、
よ
り
効
果
的
で
す
。

※
安
ま
ち
メ
ー
ル
は
、
ひ
っ
た

く
り
や
子
ど
も
に
対
す
る
声
掛

け
、
女
性
に
対
す
る
性
犯
罪
情

報
を
、
警
察
署
か
ら
電
子
メ
ー

ル
で
タ
イ
ム
リ
ー
に
お
知
ら
せ

す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。
配
信
種

別
や
受
信
時
間
、
受
信
地
区
を

設
定
で
き
ま
す
（
登
録
料
は
無

料
で
す
が
、
通
信
料
は
ご
利
用

者
負
担
と
な
り
ま
す
）。
詳
し

く
は
府
警
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
〔h

t

tp
://w

w
w
.in
fo
.p
o
lic
e
.p
re

f.o
sa
k
a
.jp
/u
se
rM
e
n
u
.d
o

〕

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
富
田
林
警
察
署

生
活
安
全
課
防
犯
係
〔

　
１
（２５）

２
３
４
〕

還付金詐欺に
ご注意を

罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫

　「
臨
時
福
祉
給
付
金
」の
申
請

受
け
付
け
は
　
月
　
日

ま
で

１０

３０

で
す
の
で
、
支
給
対
象
者
で
申

請
が
ま
だ
の
人
は
お
急
ぎ
く
だ

さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
お
知
ら
せ
チ
ラ

「
臨
時
福
祉
給
付
金

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」」
の
申
請

の
申
請

お
忘
れ

お
忘
れ
でで
は
あ
り

は
あ
り
ま
せ
ん

ま
せ
ん
かか

シ
「
平
成
　
年
度
市
民
税
が
非

２７

課
税
の
方
　
申
請
を
お
忘
れ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
！
　
臨
時
福

祉
給
付
金
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
チ
ラ
シ
は
、
市
役
所
２
階
　２０

番
窓
口
向
か
い
特
設
受
付
ま
た

は
金
剛
連
絡
所
２
階
特
設
受
付

の
他
、
市
内
各
公
共
施
設
の
窓

口
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の

各
課
の
ペ
ー
ジ「
地
域
福
祉
課
」

で
も
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が
で

き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
市
給
付
金
専
用

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
〔

０
５
７

０
（
０
７
４
）
４
７
４
〕
ま
た

は
臨
時
福
祉
給
付
金
支
給
担
当

（
内
線
２
８
６
）

　
富
田
林
青
年
会
議
所
（
富
田

林
Ｊ
Ｃ
）
で
は
、
本
市
、
太
子

町
、
河
南
町
、
千
早
赤
阪
村
、

大
阪
狭
山
市
の
後
援
で
、
男
女

が
気
軽
に
出
会
え
る
機
会
を
設

け
、
恋
愛
・
結
婚
へ
の
第
一
歩

を
踏
み
出
し
て
も
ら
う
こ
と
を

目
的
と
し
た
「
オ
レ
ン
ヂ
縁
結

び
～
恋
活
～
」を
開
催
し
ま
す
。

　
メ
デ
ィ
ア
で
お
な
じ
み
の

「
城
山
オ
レ
ン
ヂ
園
」
で
供
甘

い
恋
僑
を
見
つ
け
ま
せ
ん
か
。

　
自
然
を
満
喫
で
き
る
内
容
を

用
意
し
て
皆
さ
ん
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

　
約
　
人
の
富
田
林
J
C
ス

２０

タ
ッ
フ
が
全
力
で
皆
さ
ん
の

「
恋
活
」
を
お
手
伝
い
し
ま
す

の
で
、
地
元
同
士
な
ら
で
は
の

話
も
心
も
弾
む
出
会
い
の
場
に

ぜ
ひ
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

と
き
　
　
月
　
日

、
正
午
～

１１

２９

と
こ
ろ
　
城
山
オ
レ
ン
ヂ
園

（
伏
見
堂
１
０
０
３
）

対
象
者
　

◆
男
性
＝
本
市
、
太
子
町
、
河

地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域
限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限限

地
域
限
定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定定

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「
オオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ
レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
ヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂヂ
縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁縁
結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結結
びびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびびび
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋恋
活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

オ
レ
ン
ヂ
縁
結
び
～
恋
活
～
」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」

恋
活
パ
ー
テ
ィ
ー
を

　
　
　
　
　
初
開
催
し
ま
す

南
町
、
千
早
赤
阪
村
、
大
阪
狭

山
市
に
在
住
の
人

◆
女
性
＝
男
性
と
同
じ
地
域
ま

た
は
、
そ
の
周
辺
に
在
住
の
人

※
男
女
と
も
　
歳
か
ら
お
お
む

２５

ね
　
歳
ま
で
の
独
身
者
に
限
り

４０
ま
す
。

定
員
　
男
女
各
　
人
程
度

３０

参
加
費
　
男
性
＝
３
０
０
０

円
、
女
性
＝
２
０
０
０
円

申
し
込
み
　
　
月
　
日

ま
で

１０

３１

に
富
田
林
Ｊ
Ｃ
〔

　
１
２
３

（２４）

１
〕（
月
・
水
・
金
曜
日
の
午
前

　
時
～
午
後
３
時
）
へ

１１※
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は
抽

選
し
ま
す
。
た
だ
し
、
申
し
込

み
状
況
に
よ
り
予
定
よ
り
早
く

締
め
切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
富
田
林
Ｊ
Ｃ
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
〔h

ttp
://w

w
w
.to

n
d
a
b
a
y
a
sh
i-jc
.o
rg
/

〕
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
 城
山
オ
レ
ン
ヂ
園

in



６

　
本
市
で
は
、
災
害
危
険
箇
所

や
市
立
小
学
校
な
ど
市
内
　
カ
４１

所
に
設
置
し
て
い
る
防
災
無
線

を
活
用
し
、
毎
日
午
後
６
時
に

童
謡
「
夕
焼
け
小
焼
け
」
を
定

期
放
送
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
災
害
発
生
時
に
備

え
た
平
常
時
の
放
送
点
検
と
、

子
ど
も
た
ち
に
帰
宅
を
呼
び
掛

け
る
た
め
に
実
施
し
て
い
ま

す
。
夕
暮
れ
が
早
く
な
る
　
月
１０

～
翌
年
２
月
ま
で
の
間
は
、
定

期
放
送
の
時
間
を
午
後
６
時
か

　
月
か
ら
防
災
無
線
の
定
期
放
送
時
間
が

１０午
後
５
時
に
変
わ
り
ま
す

市
役
所
と
金
剛
連
絡
所
で

期
日
前
投
票
が
で
き
ま
す

　
投
票
日
に
仕
事
や
旅
行
、
レ

ジ
ャ
ー
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
用

務
が
あ
る
な
ど
、
一
定
の
事
由

に
該
当
し
、
投
票
所
へ
行
く
こ

と
が
で
き
な
い
と
予
想
さ
れ
る

人
は
、
期
日
前
投
票
が
で
き
ま

す
。

と
き
　
選
挙
期
日
の
公
示
（
告

示
）
日
の
翌
日
～
投
票
日
前
日
、

午
前
８
時
　
分
～
午
後
８
時

３０

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
含
む
）

と
こ
ろ
　
市
役
所
４
階
４
０
１

会
議
室
お
よ
び
金
剛
連
絡
所
２

階
ホ
ー
ル

※
基
本
的
な
投
票
手
続
き
は
、

選
挙
期
日
の
投
票
所
に
お
け
る

投
票
手
続
き
と
同
じ
で
す
。
た

だ
し
、
宣
誓
書
の
提
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
　

郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
  

投
票

　
身
体
障
が
い
者
手
帳
や
戦
傷

病
者
手
帳
、
介
護
保
険
被
保
険

者
証
を
有
し
、
投
票
所
に
行
く

こ
と
が
困
難
で
次
の
要
件
に
該

当
す
る
人
は
、
自
宅
な
ど
で
郵

便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票
が

で
き
ま
す
。

身
体
障
が
い
者
手
帳
の
記
載
内
容

○
両
下
肢
・
体
幹
の
障
が
い
、

ま
た
は
移
動
機
能
の
障
が
い
が

１
・
２
級
の
人

○
心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・

ぼ
う
こ
う
・
直
腸
・
小
腸
の
障

が
い
が
１
・
３
級
の
人

○
免
疫
・
肝
臓
の
障
が
い
が
１

～
３
級
の
人

戦
傷
病
者
手
帳
の
記
載
内
容

○
両
下
肢
、
ま
た
は
体
幹
の
障

が
い
が
特
別
～
第
２
項
症
の
人

○
心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・

ぼ
う
こ
う
・
直
腸
・
小
腸
・
肝

臓
の
障
が
い
が
特
別
～
第
３
項

症
の
人

介
護
保
険
被
保
険
者
証
の
記
載

内
容
 

○
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護

５
の
人

　
こ
の
方
法
で
不
在
者
投
票
を

す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
選
挙

管
理
委
員
会
に
申
請
し
、「
郵
便

等
投
票
証
明
書
」
の
交
付
を
受

期
日
前
投
票
と
   　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
郵
便
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票

ら
午
後
５
時
に
変
更
し
ま
す
の

で
、
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
　
危
機
管
理
室

（
内
線
９
５
０
３
）

け
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
申
請
は
、
随
時
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
、
該
当
さ
れ
る
人

は
お
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
同
証
明
書
に

は
有
効
期
限
が
あ
り
ま
す
の
で
、

す
で
に
期
限
が
切
れ
て
い
る
人

は
、
再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
　
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
（
内
線
４
８
６
）

北別北別井井

災害による被害を最小限に        　　
～中野・別井地区に自主防災組織が　
誕生～

　新たに、中野若葉町会と北別井町会に自主防

災組織が結成され、消火器やヘルメットなどの

防災資機材が配備されました。

　今後、日頃の防災活動や地域で発生した災害

へのいち早い対応など、地域防災の柱として住

民の安全を確保するための活発な活動が期待さ

れます。

問い合わせ　市消防本部警備救急課〔(２３)

１１２５〕

中野若葉町会自主防災中野若葉町会自主防災会会

北別井自主防災北別井自主防災会会
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罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫

　
本
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
市

集
中
改
革
プ
ラ
ン
（
　
～
　
年

１７

２１

度
）
」
、「
行
財
政
改
革
の
推
進
に

つ
い
て
（
　
～
　
年
度
）
」
を

２２

２６

策
定
し
、
取
り
組
み
を
進
め
て

き
ま
し
た
。

　
引
き
続
き
、
行
財
政
改
革
に

積
極
的
に
取
り
組
む
た
め
、
新

た
に
　
～
　
年
度
を
計
画
期
間

２７

３１

と
し
た
「
第
３
期
行
財
政
改
革

プ
ラ
ン
」
の
素
案
を
ま
と
め
ま

し
た
。

　
こ
の
素
案
に
つ
い
て
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
な
ど
を
、

次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

意
見
な
ど
の
募
集
期
間

　
月
１
日

～
　
日


１０

３１

素
案
の
閲
覧
方
法

　
月
１
日

～
、
市
役
所
（
情

１０報
公
開
課
お
よ
び
行
政
管
理

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「
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「
第
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財
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改
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プ
ラ
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パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ

～
　
年
度
）
」（
素
案
）
に
対
す
る
パ
ブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ
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施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施
ししししししししししししししししししししししししししししし
ままままままままままままままままままままままままままままま

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

　
本
市
で
は
、
第
３
期
市
地
域

福
祉
計
画
（
　
年
度
～
）
の
策

２９

定
に
向
け
て
作
業
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
同
委
員
を
募
集

し
ま
す
の
で
、
委
員
に
な
っ
て

皆
さ
ん
の
知
識
と
経
験
を
生
か

し
て
み
ま
せ
ん
か
。

対
象
者
　
市
内
在
住
で
地
域
福

祉
に
関
心
が
あ
る
　
歳
未
満
の

７０

人募
集
　
２
人
　
※
面
接
お
よ
び

作
文
審
査
に
よ
り
選
考
し
ま

す
。
面
接
日
時
は
後
日
連
絡
し

ま
す
。

任
期
　
計
画
策
定
ま
で
（
　
年
２９

３
月
予
定
）

申
し
込
み
　
地
域
福
祉
課
に
備

え
付
け
の
申
込
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、「
わ
た
し
が
考
え

る
地
域
福
祉
と
は
」
を
テ
ー
マ

に
し
た
作
文
（
４
０
０
～
８
０

０
字
、
用
紙
・
様
式
自
由
）
を

添
え
て
、　

月
　
日

（
必
着
）

１０

２３

ま
で
に
同
課
（
内
線
２
８
５
）

へ
　

※
申
込
用
紙
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
の
各
課
の
ペ
ー
ジ
「
地
域

福
祉
課
」
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

も
で
き
ま
す
。

市
地
域
福
祉
推
進
委
員
会
委
員
を
募
集

　
地
域
住
民
が
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
を
通
じ
て
お
互
い
を
理
解
し
、

明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
て
い
く
こ
と
を
目
的

に
、
地
域
に
お
い
て
町
会
（
自

治
会
）が
組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
町
会
（
自
治
会
）
で
は
、
地

域
の
集
会
所
、
防
犯
灯
、
ご
み

置
き
場
な
ど
の
維
持
管
理
や
、

町
会
（
自
治
会
）

町
会
（
自
治
会
）
にに

ご
加
入

ご
加
入
をを

地
域
美
化
、
交
通
安
全
、
防
犯
、

防
災
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
町
会（
自
治
会
）

は
、
最
も
身
近
で
地
域
に
と
っ

て
欠
か
せ
な
い
存
在
で
、
地
域

住
民
の
支
え
合
い
が
、
明
る
く

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な

が
り
ま
す
。

　
で
き
る
だ
け
多
く
の
皆
さ
ん

に
町
会
（
自
治
会
）
活
動
に
つ

い
て
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
町

会
（
自
治
会
）
へ
の
加
入
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
市
民
協
働
課

（
内
線
４
７
３
）

課
）、
金
剛
連
絡
所
、
中
央
・
金

剛
図
書
館
、
中
央
・
金
剛
・
東

公

民

館
、
人

権

文

化

セ

ン

タ
ー
、
青
少
年
セ
ン
タ
ー
、
す

ば
る
ホ
ー
ル
、
レ
イ
ン
ボ
ー

ホ
ー
ル
（
市
民
会
館
）、
総
合
福

祉
会
館
、
け
あ
ぱ
る
、
か
が
り

の
郷
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
市
民

総
合
体
育
館
、
総
合
ス
ポ
ー
ツ

公
園
、
き
ら
め
き
フ
ァ
ク
ト

リ
ー
ま
た
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

の
市
役
所
の
ご
案
内
「
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」
で
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

意
見
な
ど
の
提
出
方
法

　
月
　
日

（
消
印
有
効
）
ま

１０

３１

で
に
住
所
、
氏
名
、
電
話
番
号
、

ご
意
見
を
記
入
し
、
は
が
き
、

封
書
、
フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル

で

５
８
４
・
８
５
１
１
市
役

所
行
政
管
理
課
〔

　
９
０
３

（２５）

７
・
E
メ
ー
ルg

-k
a
n
ri@
c
ity

.to
n
d
a
b
a
y
a
sh
i.lg
.jp

〕
へ

※
直
接
持
参
も
可
。
電
話
で
の

受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
な

お
、
提
出
さ
れ
た
ご
意
見
は
、

反
映
で
き
る
よ
う
に
検
討
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
個
別
に

回
答
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
行
政
管
理
課

（
内
線
３
３
９
）

広告入り窓口封筒の無償提供者を　
募集

　本市では、市民サービス向上のため、地元企

業などの広告を掲載した封筒を窓口に設置し、

来庁者の皆さんに利用していただいていま

す。 

　このたび、２８年度に使用

する広告入り窓口封筒を作

成し、無償で提供していた

だける事業者を募集しま

す。

※広告主は、事業者で募集

していただきます。

申し込み　１０月２日～１６

日（土・日曜日、祝日は除く）、午前９時～午

後５時３０分までに市民窓口課（内線13４）へ



８

破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
被
保
険
者
証
に
は
国

の
法
令
な
ど
の
規
定
に
よ
り
、

裏
面
に
臓
器
提
供
意
思
表
示
欄

を
設
け
て
い
ま
す
。

　
こ
の
意
思
表
示
は
任
意
で
す

が
、
ご
記
入
い
た
だ
い
た
場
合

は
同
封
の
「
個
人
情
報
保
護

シ
ー
ル
」
を
貼
り
付
け
る
と
、

署
名
欄
な
ど
が
見
え
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
同
シ
ー
ル
に
は
新
薬

と
同
じ
有
効
成
分
で
あ
り
な
が

ら
価
格
が
安
い
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
（
後
発
医
薬
品
）」

希
望
の
意
思
表
示
欄
を
設
け
て

い
ま
す
の
で
、
積
極
的
に
活
用

し
、
医
療
費
の
適
正
化
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

■
被
保
険
者
証
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
ら

　
郵
便
物
の
転
送
を
郵
便
局
へ

依
頼
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
理
由

で
、
被
保
険
者
証
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
は
、

　
月
　
日

以
降
に
現
在
使
用

１０

１９

さ
れ
て
い
る
被
保
険
者
証
、
運

転
免
許
証
ま
た
は
パ
ス
ポ
ー
ト

な
ど
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
と
印
鑑（
認
め
印
可
）を
持
っ

て
、
保
険
年
金
課
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

《
退
職
被
保
険
者
の
要
件
に
該

当
さ
れ
る
人
》

　
一
定
要
件
を
満
た
し
て
い
る

人
は
、「
一
般
被
保
険
者
証
」
か

ら
「
退
職
被
保
険
者
証
」
に
変

新
し
い
被
保
険
者
証
は
　

　
月
初
旬
に
郵
送
し
ま
す

１０　
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
被
保

険
者
証
は
、　

月
　
日

で
有

１０

３１

効
期
限
が
切
れ
ま
す
の
で
、
新

し
い
被
保
険
者
証
（
カ
ー
ド
）

を
　
月
初
旬
に
簡
易
書
留
で
郵

１０
送
し
ま
す
。

有
効
期
間
　
　
月
１
日

～
　

１１

２８

年
　
月
　
日


１０

３１

■
被
保
険
者
証
が
届
い
た
ら

　
新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
台

紙
に
貼
り
付
け
た
状
態
で
送
付

し
ま
す
。

　
お
受
け
取
り
に
な
ら
れ
た

ら
、
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
加

入
者
全
員
の
被
保
険
者
証
が
あ

る
か
を
確
認
し
た
上
で
、
台
紙

か
ら
剥
が
し
て
く
だ
さ
い
。

※
有
効
期
限
を
過
ぎ
た
被
保
険

者
証
は
、
保
険
年
金
課
に
返
却

し
て
い
た
だ
く
か
、
ご
自
身
で

更
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す

が
、
い
ず
れ
の
保
険
者
証
も
医

療
機
関
で
の
負
担
割
合
、
保
険

料
は
同
じ
で
す
の
で
、
そ
の
ま

ま
お
使
い
く
だ
さ
い
。

《
有
効
期
限
が
短
縮
さ
れ
る
人
》

■
　
歳
に
な
る
人
（
昭
和
　
年

７５

１５

　
月
２
日
～
　
年
　
月
　
日
生

１１

１６

１０

３１

ま
れ
）
の
有
効
期
限
は
誕
生
日

の
前
日
ま
で

　
こ
れ
は
、　

歳
の
誕
生
日
か

７５

ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移

行
す
る
た
め
で
す
。
同
制
度
の

被
保
険
者
証
は
、
誕
生
日
の
前

月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

■
退
職
者
本
人
で
　
歳
に
な
る

６５

人
（
昭
和
　
年
　
月
２
日
～
　

２５

１１

２６

年
　
月
　
日
生
ま
れ
）
と
そ
の

１０

３１

被
扶
養
家
族
、
ま
た
は
被
扶
養

家
族
で
　
歳
に
な
る
人
の
有
効

６５

期
限
は
誕
生
月
の
末
日
ま
で

　
こ
れ
は
、
退
職
被
保
険
者
か

ら
一
般
被
保
険
者
に
変
わ
る
た

め
で
す
。
一
般
被
保
険
者
証

は
、
誕
生
月
の
中
旬
に
郵
送
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
保
険
年
金
課

（
内
線
１
５
１
、
１
５
５
）

国民健康保険

　被保険者証を

　　　送付します

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
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第
６
回
と
ん
だ
ば
や
し
認
知
症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症症

フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ
ォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォォ
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ラララララララララララララララララララララ

フ
ォ
ー
ラ
ムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム

「
一
緒
に
つ
く
ろ
う
！
地
域
の
取
り
組
み
」

「
広
げ
よ
う
！
地
域
の
活
力
」

　
認
知
症
は
、
糖
尿
病
な
ど
の

生
活
習
慣
病
が
リ
ス
ク
を
高
め

る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
早
い
段
階
か
ら
の
食
生
活

の
改
善
や
適
切
な
運
動
が
大
切

で
す
。

　
ま
た
、
自
宅
内
で
の
活
動
だ

け
で
な
く
、
地
域
活
動
に
出
向

き
社
会
参
加
を
す
る
こ
と
で
、

住
民
同
士
の
見
守
り
や
支
え
合

い
な
ど
、
よ
り
健
康
的
で
効
果

的
な
活
動
が
期
待
で
き
ま
す
。

　
今
回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、

幅
広
い
世
代
の
人
に
生
活
習
慣

病
対
策
や
認
知
症
に
つ
い
て
理

解
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
子
ど

も
た
ち
の
読
書
感
想
文
の
発
表

や
医
療
従
事
者
、
地
域
住
民
な

ど
に
よ
る
講
演
や
事
例
発
表
を

通
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
予
防
法

と
先
進
的
な
地
域
の
取
り
組
み

事
例
を
紹
介
し
ま
す
。

と
き
　
　
月
　
日

、
午
後
１

１１

１４

時
～
４
時
　

と
こ
ろ
　
す
ば
る
ホ
ー
ル
４
階

銀
河
の
間

内
容

■
午
後
１
時
～

◎
ロ
コ
モ
度
テ
ス
ト
、
血
糖
・

血
圧
測
定
、
も
の
忘
れ
簡
易

チ
ェ
ッ
ク
テ
ス
ト
、
糖
尿
病

食
・
介
護
食
試
食
、
健
康
・
介

護
・
栄
養
相
談
、
服
薬
ゼ
リ
ー

体
験
、
パ
ネ
ル
展
示

■
午
後
２
時
～

◎
認
知
症
に
関
す
る
小
・
中
学

生
の
読
書
感
想
文
の
発
表
・
表

彰◎
地
域
で
の
取
り
組
み
の
発
表

◎
講
話
「
生
活
習
慣
病
予
防
」

「
歯
の
健
康
、
管
理
の
ポ
イ
ン

ト
」「
認
知
症
の
人
へ
の
服
薬
の

工
夫
」

◎
認
知
症
・
も
の
忘
れ
チ
ェ
ッ

ク◎
運
動
指
導

定
員
　
４
０
０
人
（
当
日
、
直

接
会
場
へ
）

参
加
費
　
無
料

問
い
合
わ
せ
　
高
齢
介
護
課

（
内
線
1
８
３
）



９

行政相談週間

　総務省では、行政相談制度を広く知っていただくた

め、１０月１９日～２５日までの一週間を「行政相談週間」

と定め、さまざまな行事を実施します。近畿管区行政評

価局でも「一日合同行政相談所」を開設しますので、国

の仕事やサービスなどで、「困った」「納得できない」「もっ

と詳しく知りたい」などの相談がある人は気軽にご利用

ください。

とき　１０月２０日、午前１０時～午後５時

ところ　大丸大阪心斎橋店本館７階特設会場（当日、直

接会場へ）

●本市の行政相談

　総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、皆さんの

行政に対する苦情やご意見を第三者の立場でお聞きし、

その問題解決に当たります。

●本市の行政相談委員

○水道　昌之さん

不動ケ丘町１５の２２〔(３５)２９２２〕

○冨永　清子さん

向陽台二丁目７の２５〔(２８)７０８８〕

○榊原　壽幸さん

喜志町二丁目８の１８〔(２３)３４１０〕

※毎月第３木曜日、午後１時～４時に、市役所１階市民

相談室で行政相談を実施しています（当日、直接会場

へ）。

●暮らしと行政なんでも行政相談

　大阪行政相談委員協議会では、次のとおり相談会を実

施します。

とき　１１月１７日、午前１０時～午後４時

ところ　八尾市文化会館「プリズムホール」（八尾市光町

２の４０）４階第１会議室（当日、直接会場へ）

内容　弁護士や八尾市消費者相談員、行政相談員などに

よる相談

※詳しくは近畿管区行政評価局行政相談課〔０６(６９４１)

８３５８〕へお問い合わせください。

問い合わせ　情報公開課（内線１８２）

不動産に関する無料相談

　「（公社）全日本不動産協会大阪府本部大阪南支部」と

「大阪府宅地建物取引業協会南大阪支部」が連携し、不

動産に関する無料相談を実施します。

とき　１１月５日、午後１時～４時

ところ　市役所１階市民相談室　

定員　６人（申し込み先着順）　

内容　住宅の購入や賃貸マンションの契約など不動産を

安全に取引するための事前相談

申し込み　１０月２１日～１１月４日（土・日曜日、祝日

を除く、午前９時～正午、午後１時～４時）までに、「（公

社）全日本不動産協会大阪府本部大阪南支部」〔０７２

(２６３)７２２２〕へ
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月
は
「「
府
部
落
差

府
部
落
差
別別

１０事
象
に
係
る
調
査
等

事
象
に
係
る
調
査
等
のの

規
制
等
に
関
す
る
条
例

規
制
等
に
関
す
る
条
例
」」

啓
発
推
進
月
間
で
す

　
結
婚
差
別
や
就
職
差
別
な
ど

は
、
重
大
な
人
権
侵
害
を
も
た

ら
し
ま
す
。
同
条
例
は
、
基
本

的
人
権
を
擁
護
す
る
た
め
、
個

人
お
よ
び
土
地
に
関
す
る
事
項

の
調
査
に
あ
た
っ
て
、
部
落
差

別
事
象
を
引
き
起
こ
す
恐
れ
の

あ
る
調
査
、
報
告
な
ど
の
行
為

を
規
制
し
て
い
ま
す
。
同
条
例

の
趣
旨
で
あ
る
「
差
別
に
つ
な

が
る
個
人
調

査
や
土
地
調

査
の
依
頼
は

し
な
い
」「
依

頼
が
あ
っ
て

も
調
査
や
報
告
は
し
な
い
」
を

十
分
理
解
し
、
差
別
の
な
い
人

権
の
尊
重
さ
れ
た
社
会
を
築
い

て
い
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
他

人
の
戸
籍
謄
本
や
住
民
票
は
、

原
則
と
し
て
弁
護
士
、
司
法
書

士
な
ど
が
職
務
目
的
で
入
手
す

る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
委

任
状
の
偽
造
な
ど
に
よ
る
不
正

取
得
は
違
法
行
為
で
す
。

問
い
合
わ
せ
　
府
人
権
局
人
権

擁
護
課
〔

０
６
（
６
２
１
０
）

９
２
８
２
〕

　
身
近
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
実

態
を
学
び
、
自
分
自
身
の
「
気

づ
き
」
の
感
度
ア
ッ
プ
を
図
る

と
と
も
に
、
相
談
を
受
け
た

り
、
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
し
た
り

し
た
と
き
の
対
処
法
に
つ
い
て

学
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

と
き
　
　
月
　
日
～
　
年
２
月

１１

１８

２８

男
女
共
同
参
画
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座

受
講
生
募
集

～
知
ろ
う
！
シ
リ
ー
ズ
わ
た
し
の
気
づ
き
講
座
～

３
日
の
毎
週
水
曜
日
（
　
月
　

１２

２３

日
、
　

日
は
除
く
）、
午
前
　
時

３０

１０

～
正
午
（
全
　
回
）

１０

と
こ
ろ
　
中
央
公
民
館

対
象
者
　
市
内
在
住
・
在
勤
の

女
性

定
員
　
　
人
　
※
託
児
あ
り

２０

（
定
員
５
人
、
２
歳
～
就
学
前

の
子
ど
も
対
象
、
要
予
約
）。　

講
師
　
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
堺
ス
タ
ッ
フ

申
し
込
み
　
　
月
　
日

～
　

１０

１３

１１

月
２
日

ま
で
に
電
話
ま
た
は

Ｅ
メ
ー
ル
で
講
座
名
、
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
を
人

権
政
策
課
（
内
線
４
７
４
）〔
Ｅ

メ
ー
ルjin

k
e
n
@
c
ity
.to
n
d
a

b
a
y
a
s
h
i.lg
.jp

〕
へ
（
申
し
込

み
多
数
の
場
合
抽
選
、
土
・
日

曜
日
は
Ｅ
メ
ー
ル
の
み
受
け
付

け
）

※
Ｅ
メ
ー
ル
の
場
合
は
、
こ
ち

ら
か
ら
確
認
メ
ー
ル
を
返
信
し

ま
す
の
で
、
メ
ー
ル
の
受
信
が

で
き
る
よ
う
設
定
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。



１０

　
都
市
計
画
道
路
と
は
、
都
市

計
画
法
に
基
づ
い
て
都
市
計
画

決
定
さ
れ
る
都
市
の
骨
格
を
形

成
す
る
道
路
を
い
い
ま
す
。

　
本
市
で
は
社
会
経
済
情
勢
の

変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
都
市

計
画
決
定
以
来
、
長
期
に
わ
た

り
事
業
に
着
手
し
て
い
な
い
都

市
計
画
道
路
の
見
直
し
を
進
め

て
い
ま
す
。

都
市
計
画
道
路

　
　
　
見
直
し
説
明
会
を

　
　
　
　
　
　
　
開
催
し
ま
す

３
８
４
の
１
）
３
階
第
１
・
第

２
会
議
室

※
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

※
車
で
お
越
し
の
場
合
は
、
大

阪
狭
山
市
役
所
駐
車
場
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
駐
車

場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、
で
き
る
だ
け
公
共
交
通
機

関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

対
象
路
線
　
３
路
線
（
左
図
参

照
）

※
詳
し
い
路
線
図
は
、
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
の
各
課
の
ペ
ー
ジ

「
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
」
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
ま
ち
づ
く
り
推

進
課
（
内
線
４
５
３
、
４
５
９
）

地
域
の
交
通
を
一
緒
に
考
え
て

み
ま
せ
ん
か

　「
高
齢
者
が
増
え
て
将
来
の

外
出
や
買
い
物
に
不
安
を
感
じ

て
い
る
」「
子
ど
も
や
主
婦
な

ど
、
車
を
運
転
で
き
な
い
人
が

多
く
交
通
機
関
ま
で
遠
い
」
な

ど
、
日
頃
の
外
出
に
不
便
を
感

じ
て
お
ら
れ
る
人
の
移
動
に
つ

い
て
地
域
と
と
も
に
考
え
る
、

「
地
域
の
交
通
を
考
え
る
勉
強

会
」
を
開
催
し
ま
せ
ん
か
。

　
本
市
で
は
、
地
域
の
皆
さ
ん

と
地
域
の
交
通
を
考
え
る
取
り

組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
取
り
組
み
の
一
つ
と
し

て
、
同
勉
強
会
の
開
催
を
考
え

る
団
体
に
出
張
し
て
、
地
域
の

交
通
に
つ
い
て
市
や
交
通
の
専

門
家
な
ど
が
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
の
で
、
町
会
（
自

治
会
）
や
老
人
会
な
ど
ご
近
所

が
集
ま
る
機
会
に
ぜ
ひ
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

　
申
し
込
み
方
法
な
ど
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
道
路
交
通
課

（
内
線
４
１
６
）

全国道路・街路交通情勢調査を実施し
ています

　国土交通省では、都道府県、政令指定都市およ

び高速道路会社と連携して、９月～１１月にかけ

て、全国道路・街路交通情勢調査を実施していま

す。同調査は、昭和３年からおおむね５年ごとに

実施している全国的な規模の調査で、道路と道路

交通の実態を把握し、道路の計画、建設、管理な

どについて基礎資料を得ることを目的としていま

す。同調査では、道路の状況調査やアンケート調

査による自動車の利用実態に関する調査を実施し

ます。

　なお、アンケート調査は、自動車をお持ちの人

の中から無作為に抽出されたご家庭に調査票を配

布しますので、調査へのご協力をお願いします。

問い合わせ　国土交通省近畿地方整備局大阪国道

事務所地域調整課〔０６(６９３２)１４２１〕　

　
こ
の
た
び
、
次
の
都
市
計
画

道
路
に
つ
い
て
、
同
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

と
き
　
　
月
　
日

、
午
後
７

１０

３０

時
～
８
時
、　

月
１
日

、
午

１１

後
１
時
～
２
時
　

※
い
ず
れ
も
同
じ
内
容
の
説
明

会
で
す
。

と
こ
ろ
　
大
阪
狭
山
市
役
所

（
大
阪
狭
山
市
狭
山
一
丁
目
２
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住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住住
宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅
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松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松松
団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団

市
営
錦
織
住
宅
、
市
営
若
松
団
地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
のののののののののののののののののののののののののののののの

入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入
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ををををををををををををををををををををををををををををを
募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募
集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集
ししししししししししししししししししししししししししししし
ままままままままままままままままままままままままままままま

入
居
者
を
募
集
し
ま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

募
集
住
宅
・
戸
数
な
ど
　
左
下

表
の
と
お
り

申
込
資
格
　
次
の
全
て
に
該
当

す
る
人

①
現
在
住
宅
に
困
っ
て
い
る
人

②
市
内
在
住
・
在
勤
の
人

③
同
居
ま
た
は
同
居
し
よ
う
と

す
る
親
族
が
あ
る
世
帯

④
保
証
人
が
あ
る
人

⑤
公
営
住
宅
法
に
基
づ
く
収
入

基
準
に
合
う
人

・
申
込
家
族
全
員
（
申
込
者
と

同
居
人
）
の
収
入
を
含
め
た
計

算
後
の
月
収
額
が
　
万
８
０
０

１５

０
円
以
下
の
人

・
公
営
住
宅
に
つ
い
て
は
裁
量

階
層
世
帯
（
高
齢
者
、
障
が
い

者
な
ど
の
世
帯
）
に
該
当
す
る

人
は
、
計
算
後
の
月
収
額
が
　１５

万
８
０
０
０
円
を
超
え
　
万
９

２５

０
０
０
円
以
下
の
人
で
も
申
し

込
み
が
で
き
ま
す

⑥
申
込
者
が
独
立
の
生
計
を
営

む
人
で
家
賃
、
共
益
費
を
払
う

こ
と
が
で
き
る
人

⑦
申
込
者
お
よ
び
同
居
し
よ
う

と
す
る
親
族
が
、
暴
力
団
に
よ

る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関

す
る
法
律
第
２
条
第
６
項
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
で
な
い
人

※
親
子
等
近
居
募
集
に
つ
い
て

は
、
介
護
や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
推
進
を
図
る
た
め
の
募

集
で
、
市
営
錦
織
住
宅
に
つ
い

て
は
第
二
中
学
校
区
内
に
、
市

営
若
松
団
地
に
つ
い
て
は
第
一

中
学
校
区
内
に
親
族
が
居
住
し

て
お
り
、
近
居
す
る
こ
と
に
よ

り
双
方
の
利
益
が
見
込
ま
れ
る

世
帯
に
限
り
ま
す
。

※
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
募
集
に

つ
い
て
は
、
地
域
で
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
の
推
進
を
図
る
た
め
、

申
込
者
が
第
一
中
学
校
区
内
に

６
カ
月
以
上
継
続
し
て
居
住
ま

た
は
勤
務
さ
れ
て
い
る
世
帯
に

限
り
ま
す
。

　
道
路
上
に
乗
り
上
げ
ブ
ロ
ッ

ク
や
鉄
板
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

の
ス
テ
ッ
プ
板
を
置
く
こ
と
は

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
通
行
中

の
バ
イ
ク
や
自
転
車
が
乗
り
上

げ
た
り
、
ぶ
つ
か
っ
た
り
し
て

転
倒
し
、
重
大
な
人
身
事
故
を

引
き
起
こ
す
恐
れ
が
あ
る
の
で

設
置
さ

れ
て
い

る
人
は

撤
去
し

て
く
だ

さ
い
。

　
道
路

と
の
段

差
を
解

消
す
る
た
め
に
は
、
歩
道
や
縁

石
の
切
り
下
げ
工
事
を
自
費

（
自
己
負
担
）
で
し
て
い
た
だ

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場

合
、
事
前
に
「
道
路
管
理
者
」

の
承
認
が
必
要
で
す
の
で
、
詳

し
く
は
、
道
路
交
通
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
道
路
交
通
課

（
内
線
４
１
２
、
４
１
４
）

道路上に乗り上げ
ブロックなどを設
置することは禁止
されています！

申
込
書
の
配
布
　
　
月
１
日


１０

～
　
日

ま
で
住
宅
政
策
課
、

１５
金
剛
連
絡
所
、
人
権
文
化
セ
ン

タ
ー
、
南
河
内
府
民
セ
ン
タ
ー

で
配
布
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日

は
除
く
）

申
し
込
み
　
　
月
１
日

～
　

１０

１５

日

（
消
印
有
効
）
ま
で
に
指

定
の
封
筒
で
郵
送
（
申
し
込
み

多
数
の
場
合
抽
選
）

問
い
合
わ
せ
　
住
宅
政
策
課

（
内
線
４
３
６
、
４
３
７
）



１２

　
８
月
６
日
に
広
島
市
で
開
か

れ
た
平
和
記
念
式
典
に
、
市
民

代
表
と
し
て
田
中
　
典
子
さ

ん
・
大
地
さ
ん
（
小
学
５
年
生
）

親
子
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
親
子
平
和
の
旅
で
は
、

平
和
記
念
式
典
へ
の
参
列
や
平

和
記
念
資
料
館
の
見
学
、
昨
年

の
「
平
和
を
考
え
る
戦
争
展
」

で
市
民
の
皆
さ
ん
が
平
和
へ
の

親子平和の親子平和の旅旅
参加報参加報告告

思
い
を
託
し
て
折
っ
た
折
り
鶴

と
市
長
か
ら
の
平
和
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
届
け
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
　
な
お
、
報
告
と
し
て
田
中
さ

ん
親
子
に
提
出
し
て
い
た
だ
い

た
感
想
文
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
各
課
の
ペ
ー
ジ
「
人
権
政
策

課
」
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
人
権
政
策
課

（
内
線
４
７
２
）

７月２８日、多田市長の平和メッセージと市民７月２８日、多田市長の平和メッセージと市民のの
皆皆さんが折った折り鶴を受け取る田中さん親さんが折った折り鶴を受け取る田中さん親子子

　
Ｐ
Ｃ
Ｂ
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
）
を
含
む
電
気
機
器
（
変

圧
器
、
コ
ン
デ
ン
サ
、
家
庭
用

を
除
く
照
明
安
定
器
な
ど
）
を

使
用
ま
た
は
保
管
し
て
い
る
場

合
は
Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
別
措
置
法
に
基

づ
く
届
け
出
が
必
要
で
す
。
　

　
事
業
所
の
電
気
室
、
キ
ュ
ー

ビ
ク
ル
、
倉
庫
な
ど
を
点
検
し

て
く
だ
さ
い
。

　
届
け
出
が
さ
れ
て
い
な
い
場

合
は
、
直
ち
に
届
け
出
し
、
適

正
に
保
管
、
処
理
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

Ｐ
Ｃ
Ｂ
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
）
を
含
有

し
て
い
る
電
気
機
器
を
使
用
ま
た
は
保
管
し

て
い
な
い
か
点
検
を
！

　
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
府
事
業
所
指
導

課
調
整
グ
ル
ー
プ〔

０
６（
６

２
１
０
）
９
５
８
３
〕

罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫

　
　
月
　
日

～
　
日

ま
で

１０

１１

２０

の
　
日
間
、「
全
国
地
域
安
全
運

１０
動
」
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
重
点
項
目
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
な

ど
は
次
の
と
お
り
で
す
。

重
点
項
目

○
ひ
っ
た
く
り
の
被
害
防
止

○
車
上
狙
い
、
部
品
狙
い
の
被

害
防
止

○
侵
入
盗
の
被
害
防
止

メ
イ
ン
ス
ロ
ー
ガ
ン

○
み
ん
な
で
力
を
あ
わ
せ
て
安

全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り

サ
ブ
ス
ロ
ー
ガ
ン

○
地
域
の
輪
　
み
ん
な
で
守
ろ

う
　
子
ど
も
の
未
来

○
振
り
向
い
て
　
あ
な
た
の
後

ろ
に
　
迫
る
影

○
声
か
け
て
　
み
ん
な
で
防
ご

う
　
特
殊
詐
欺

み
ん
な
で
力
を
あ
わ
せ
て

　
　
　
　
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り

全
国
地
域
安
全
運

全
国
地
域
安
全
運
動動

○
「
還
付

金
　
Ａ
Ｔ

Ｍ
に
行
っ

て
」
は
詐

欺
！

○
カ
ギ
掛

け
て
　
減

ら
そ
う
　

な
く
そ
う

　
自
転
車

盗○
カ
ギ
締

め
て
　
荷

物
残
さ
ず
　
か
ら
っ
ぽ
に

　
期
間
中
、
市
防
犯
委
員
会
な

ど
と
協
力
し
、
駅
前
で
啓
発

グ
ッ
ズ
を
配
布
す
る
な
ど
、
犯

罪
防
止
啓
発
活
動
を
実
施
し
ま

す
の
で
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
富
田
林
警
察
署

〔

　
１
２
３
４
〕 

（２５）



１３

罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫
罫

学校給食用物資納入業者登録申請を受
け付け

　市小・中学校給食会では、２８～３０年度の学校給

食用物資納入業者の登録申請を受け付けます。

登録申請書の配布・受け付け　１０月１日～１６日

に、富田林学校給食株式会社（第二学校給食セ

ンター内）で配布する申請書（小・中学校共通様

式）に必要書類を添付し、１０月１９日～２７日ま

で（いずれも土・日曜日、祝日を除く午前８時～

午後４時）に富田林学校給食株式会社へ（郵送不可）

※受け付け後、審査の上登録します。

※その他、登録要件など詳しくはお問い合わせく

ださい。

問い合わせ　小学校給食用物資納入業者登録に関

することは第二学校給食センター内市小学校給食

会事務局（富田林学校給食株式会社）〔(２８)

６３６３〕、中学校給食用物資納入業者登録に関する

ことは第一学校給食センター内市中学校給食会事

務局〔(３４)７１１０〕

　
就
職
に
つ
い
て
悩
み
や
疑
問

の
あ
る
　
歳
か
ら
お
お
む
ね
　

１５

４０

歳
代
前
半
ま
で
の
人
お
よ
び
子

ど
も
の
就
職
で
悩
ん
で
い
る
保

護
者
な
ど
を
対
象
に
、
キ
ャ
リ

ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
就
労
支
援

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
就

職
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

と
き
　
　
月
　
日

、
午
後
１

１１

１１

時
～
４
時

と
こ
ろ
　
ノ
バ
テ
ィ
な
が
の
南

館
３
階
ノ
バ
テ
ィ
ホ
ー
ル
（
河

内
長
野
市
長
野
町
５
の
１
）

内
容
　
１
回
　
分
の
個
別
就
職

５０

相
談
会

定
員
　
　
組（
申
し
込
み
先
着
順
）

１２

※
定
員
に
満
た
な
い
場
合
は
当

日
参
加
も
可
。

参
加
費
　
無
料

※
申
し
込
み
方
法
な
ど
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
府
総
合
労
働
事
務
所

の
職
員
に
よ
る
労
働
相
談
も
同

時
開
催
し
ま
す
の
で
、
賃
金

カ
ッ
ト
、
職
場
に
お
け
る
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
相
談

の
あ
る
人
は
お
越
し
く
だ
さ
い

（
年
齢
不
問
、
当
日
直
接
会
場

へ
）
。

問
い
合
わ
せ
　
商
工
観
光
課

（
内
線
４
８
１
、

　
２
０
２

（２６）

０
）

　
今
年
　
月
１
日

か
ら
、
府

１０

最
低
賃
金
の
金
額
が
改
正
さ
れ

ま
す
。

府最低賃金が
改正

若
者
就
職
応
援
相
談
会
 

　
　
　
　
　
　
　
 南
河
内

in

　
普
段
皆
さ
ん
に
分
別
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

と
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装

（
発
泡
ト
レ
イ
や
卵
パ
ッ
ク
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
ラ
ベ
ル
お
よ

び
キ
ャ
ッ
プ
な
ど
）
に
つ
い
て

は
、
毎
年
収
集
し
た
物
の
品
質

調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
は
６
月
　
日
に
ペ
ッ

３０

ト
ボ
ト
ル
、
７
月
　
日
に
プ
ラ

２３

ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
の
品
質

調
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

総
合
評
価
「
A
」（
最
高
評
価
）

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
市
民
の
皆
さ
ん
一
人

一
人
の
分
別
意
識
の
結
果
で
あ

り
、
非
常
に
感
謝
し
て
お
り
ま

す
。
今
後
も
資
源
ご
み
の
分
別

収
集
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
衛
生
課
（
内
線

１
４
４
～
１
４
６
）

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器

包
装
の
品
質
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た

～
資
源
ご
み
の
分
別
収
集
に
ご
協
力
を
～

ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処処理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料ごみ処理手数料をををををををををををををををををををををををををををををを
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月
１
日

お
よ
び
　
年
４

１１

２８

月
１
日

か
ら
、
南
河
内
環
境

事
業
組
合
 第
１
清
掃
工
場
で

の
、
直
接
持
ち
込
み
の
ご
み
処

理
手
数
料

を
、
下
表

の
と
お
り

改
定
し
ま

す
の
で
、

皆
さ
ん
の

ご
理
解
と

ご
協
力
を

お
願
い
し

ま
す
。

問
い
合
わ

せ
　
南
河

内
環
境
事

業
組
合
総

務
企
画
課

〔

　
６
（３３）

５
８
４
〕

　
こ
れ
に
よ
り
、
使
用
者
は
労

働
者
に
対
し
て
、
次
の
金
額
以

上
の
賃
金
を
支
払
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

時
間
額
　
８
５
８
円

※
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど

を
含
む
全
て
の
労
働
者
に
適
用

さ
れ
ま
す
。

※
特
定
産
業
の
労
働
者
に
つ
い

て
は
、
別
に
産
業
別
最
低
賃
金

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
大
阪
労
働
局
賃

金
課
〔

０
６
（
６
９
４
９
）

６
５
０
２
〕

　


